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（別紙１）  

実施計画書（仕様書） 

 
 

１．事業名 

 

令和８年度エネルギー需給統計整備等調査事業（令和９年経済産業省特定業種石油等消費統計

調査）（国庫債務負担行為に係るもの) 

 

２．事業目的 

 

本事業は、工業における石油等の消費の動態を明らかにし、石油等の消費に関する施策の立案

等に資する基礎資料を得ることを目的として実施する。 

 

３．事業の概要 

 

（１）調査対象 

 

地域：日本全国 

単位：事業所 

属性：「パルプ・紙・板紙製品」、「化学工業製品」、「化学繊維製品」、「石油製品」、

「窯業・土石製品」、「ガラス製品」、「鉄鋼製品」、「非鉄金属地金製品」及び

「機械器具製品」を製造する事業所のうち、経済産業省特定業種石油等消費統計調

査規則（昭和５５年通商産業省令第３０号）別表の生産品目別に定める調査の範囲

に属する事業所 

調査対象数：約１，３００事業所（名簿の補足を行い２００事業所程度増加の可能性あり） 

回収率：９８．０％（令和７年調査平均） 

 

（２）調査対象選定方法 

 

方式：全数 

選定：特定規模以上悉皆調査 

抽出方法：生産品目ごとに従事者規模により裾切りを行う。一定規模以上についてはその

全数を調査する。 

 

（３）調査事項 

 

①燃料に関する事項 

ア 受入 

イ 発生、回収又は生産 

ウ 消費 

エ 払出 

オ 月末在庫 

カ 都市ガス１㎥当たりの発熱量 
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②電力に関する事項 

ア 購入（買電） 

イ 自家発電 

ウ 消費 

エ 販売（売電） 

③蒸気に関する事項 

ア 受入 

イ 蒸気発生 

ウ 消費 

エ 払出 

④部門別消費内訳に関する事項 

石油系及び非石油系燃料、電力、蒸気の生産部門別消費量 

⑤法人番号 

 

（４）調査票の種類 

 

・石油等消費動態統計調査票 第１号 パルプ・紙・板紙 

・石油等消費動態統計調査票 第２号 化学工業製品 

・石油等消費動態統計調査票 第３号 化学繊維 

・石油等消費動態統計調査票 第４号 石油製品 

・石油等消費動態統計調査票 第５号 窯業・土石製品 

・石油等消費動態統計調査票 第６号 ガラス製品 

・石油等消費動態統計調査票 第７号 鉄鋼 

・石油等消費動態統計調査票 第８号 非鉄金属地金 

・石油等消費動態統計調査票 第９号 機械器具 

 

（５）調査の期日及び調査票の提出期限 

 

①調査の期日：毎月末日時点 

②調査対象期間：原則、毎月１日から末日までの１か月間 

③提出期限：調査対象月の翌月の１５日 

 

（６）調査の方法 

 

調査経路 資源エネルギー庁 →委託→ 民間事業者 →実査→ 調査対象事業所 

配布方法 郵送 

収集方法 原則、郵送又はオンライン 

 

（７）公表予定 

 

調査結果は、調査対象月の翌々月中旬に月報を、翌年６月頃に年報を、資源エネルギー庁

ホームページにて公表する。 
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４．業務の具体的内容 

 

(1) 業務を実施する上での条件 

 

① セキュリティ対策 

 

○ 本業務では、調査関係名簿、調査票情報、個別集計データ等企業経営に関する重要な情

報を取り扱うため、情報の漏えいが発生しないよう細心の注意を払う。このため、調査

情報の運用管理（再委託先がある場合にはその運用管理項目を含む。）のためのセキュ

リティマニュアルを作成し、厳重な情報セキュリティ体制を構築する。作成したセキュ

リティマニュアルは、契約日から３週間以内に資源エネルギー庁担当職員に提出し、内

容について了解を得る。 

 

○ 本業務に携わる者に対しては、再委託先の者も含め、下記の規律を周知徹底する。 

資源エネルギー庁担当職員から提供を受けた情報その他本業務遂行上知り得た情報に

ついては、契約期間中はもとより契約期間終了後においても、その秘密を一切、当該業務

関係者以外に漏らさない。自身及び関係者が辞職・退職した後においても同様とする。 

 

○ 調査関係名簿、調査票情報、個別集計データ及びそれらの中間生成物等を取り扱う場合

には、取扱いを認められた者以外の立ち入りが制限された場所にて行う。 

 

○ 調査関係名簿、調査票情報、個別集計データ及びそれらの中間生成物等を受託者のコン

ピュータ端末で扱う場合には、アクセス権限者を限定したサーバーの記憶装置にのみ蓄積

して利用する。 

 

○ 本業務に使用するコンピュータ端末については、セキュリティ対策として、ＩＤ及びパ

スワードの設定によるアクセス制限、コンピュータウィルス対策、セキュリティホール対

策、スクリーンロック対策等を講じる。 

 

○ 本業務に使用するコンピュータ端末については、インターネット等の外部ネットワーク

には接続しない。また、コンピュータ端末の盗難防止のための措置を講じる。なお、資源

エネルギー庁担当職員との事務連絡に使用する場合には、当該端末以外の端末を使用する

が、その場合でも、調査関係名簿、調査票情報、個別集計データ及びそれらの中間生成物

等をファイル添付して通信しない。 

 

○ セキュリティ管理に関する事故又は障害等が発生した場合、あるいはその恐れがある場

合には、直ちに資源エネルギー庁担当職員に報告し、今後の対策について相談する。 

 

○ 本業務に係る情報セキュリティ体制の状況を確認するため、必要に応じて資源エネルギ

ー庁担当職員がその管理状況について報告を求める場合がある。その結果、情報セキュ

リティ体制が不十分であると認められる場合には、資源エネルギー庁担当職員の指示に

従い、必要な対策を講じる。 

 

○ 調査関係名簿、調査票情報、個別集計データ及びそれらの中間生成物については、本委

託契約終了後直ちに、電磁的記録を全て消去するとともに、それらを格納したＣＤ－Ｒ
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ＯＭ等の記録媒体についても裁断処分等し、処分後は資源エネルギー庁担当職員に速や

かに報告する。 

 

② 業務の実施状況についての監査 

 

○ 資源エネルギー庁担当職員は、上記セキュリティ対策のほか、必要に応じて業務全般の

実施状況について監査を実施する。その結果、改善を要する問題点が見つかった場合に

は、受託者は、資源エネルギー庁担当職員の指示に従って必要な対策を講じる。 

 

③ 契約不適合責任 

 

○ 下記の物件の製造・納品又はその他の受託業務の実施に明白な瑕疵があると資源エネ

ルギー庁担当職員が認める場合には、受託者は、無償で、他の適正な物件の納付又は

業務の修補を行う。 

・調査関係用品 

・月報 

・年報 

 

④ 「石油等消費動態統計調査事務局」の設置 

 

○ 受託者は、上記セキュリティ環境のもと、電話設備、インターネット設備その他の必

要な設備環境を備えた「石油等消費動態統計調査事務局」を設置し、業務責任者を置く。

業務責任者は、本業務を統括する。 

 

⑤ その他の条件 

 

○本業務においては、公表してはならない機微情報（調査票情報）が取り扱われるため、

適切な情報管理が求められる。このため下記の指示に従う。 

 

(ア) 本事業で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体制を確保し、資源エ

ネルギー庁担当職員に対し「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書

面（情報管理体制図）」及び「情報取扱者名簿」（氏名、個人住所、生年月日、

所属部署、役職等が記載されたもの）を契約前に提出し、資源エネルギー庁担当

職員の同意を得る。なお、情報取扱者名簿には、委託業務の遂行のため最低限必

要な範囲で情報取扱者を掲載する。 

なお、経済産業省との契約に違反する行為を求められた場合にこれを拒む権利が

実効性をもって法的に保障されない者を情報取扱者としてはならない。 

（確保すべき履行体制） 

契約を履行する一環として収集、整理、作成等した一切の情報が、資源エネ

ルギー庁担当職員が保護を要さないと確認するまでは、情報取扱者名簿に記載

のある者以外に伝達又は漏えいしないことを保証する履行体制を有する。 
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資源エネルギー庁担当職員が個別に承認した場合を除き、契約相手方に係る

親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサ

ルタントその他の受託者に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う

者を含む一切の受託者以外の者に対して伝達又は漏えいしないことを保証す

る履行体制を有する。 

(イ) 本事業で知り得た一切の情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏えい

しない。ただし、資源エネルギー庁担当職員の承認を得た場合は、この限りでは

ない。 

(ウ) （ア）の情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面又は情報取扱者

名簿に変更がある場合は、予め資源エネルギー庁担当職員に届出を行い、同意を

得る。 

 

○ 委託業務履行完了後は、資源エネルギー庁担当職員から提供を受けた資料又は資源エネ

ルギー庁担当職員が指定した資料の取扱い（返却・削除等）については、資源エネルギ

ー庁担当職員の指示に従う。業務日誌を始めとする経理処理に関する資料については適

切に保管する。 

 

○ 紙調査票、電子調査票等を合わせた目標回収率を原則、９５％以上とする。 

 ※回収率とは、年間補正済み確報ベースでの「調査対象総数（廃業・休業が判明した

ものを除く。）」に対する「回収数」の割合のこと。 

 

○ 受託者は、調査の実施に当たり、調査票の回収率向上のための効果的な工夫、未記入

や誤記入を減らすための効果的な工夫を行う。 

 

○ 調査工程にスケジュール変更が必要になった場合には、あらかじめ余裕をもって資源

エネルギー庁担当職員に相談する。 

 

○ 受託者は、業務の実施状況について、資源エネルギー庁担当職員から、「公的統計の

品質保証に関するガイドライン(平成２２年３月３１日各府省統計主管課長等会議申

合せ)」５(３)イの規定に基づく報告を求められた場合には、誠実にこれに応じる。 

 

○ 返送用封筒の宛先については、日本郵便の料金受取人払い制度を利用して資源エネル

ギー庁長官官房総務課戦略企画室宛てとするが、料金の支払いについては、本委託契

約及び日本郵便が定める手続きに基づき受託者が委託費をもって自ら行う。 

 

○ 調査票の内容照会や督促等のために資源エネルギー庁長官官房総務課内での電話使用

を認めるが、その際の電話の敷設費用及び通話料の支払いについては、受託者が委託

費をもって自ら行う。 

 

○ 受託者は､この契約締結後、ＳＴＡＴＳの操作方法に習熟するために、資源エネルギー

庁の庁舎において操作講習を受ける。ただし、直前の契約に続いて受託した場合を除

く。 

 



6 

 

○ 本業務を遂行する上で疑義が生じた場合には、資源エネルギー庁担当職員に相談し、

受託者と双方で協議の上、対応策を決定する。 

 

○ 本業務の実施中に事故又は災害等の問題事案が発生した場合には、受託者は資源エネ

ルギー庁担当職員に直ちにその旨を報告し、資源エネルギー庁担当職員の指示に従っ

て必要な対策を講じる。 

 

○ 本業務の委託契約期間の終了に伴い受託者が変更となる場合には、資源エネルギー庁

担当職員は、７．に掲げる「調査報告書」及び業務内容を明らかにした書類等を用い

て後任の受託者に業務の引継ぎを行うが、それとは別に、資源エネルギー庁担当職員

立ち会いのもと、後任の受託者に対して原則、対面による引き継ぎを行う。その際に

は、受託者は、業務の引継ぎのために必要な資料を用いる。 

 

○ その他、業務情報を取り扱う場合又は業務情報を取り扱う情報システムやウェブサイ

トの構築・運用を行う場合、別添３「情報セキュリティに関する事項」を遵守し、情

報セキュリティ対策を実施する。 

 

(2) 業務の具体的内容 

  

①調査準備業務  

    契約締結後直ちに、調査準備として下記の業務を行う。 

 

○新規事業所の確認・捕捉、対象外事業所の確認等を行う。 

 

母集団名簿等から把握する新規事業所候補及び対象外事業所候補に連絡・確認し、

調査の範囲に属する事業所であれば調査対象に加え、調査の範囲外であれば除いて調

査する。 

 

◆資源エネルギー庁担当職員から指定のあった新規事業所及び対象外事業所候補に

連絡し、生産品目や従業者数を確認のうえ調査の範囲に属する事業所であれば調査

対象に加え、調査の範囲外であれば除く。この他、インターネットやヒアリング等

により新規事業所の捕捉に努める。 

◆把握・整理した新規及び対象外事業所候補について、資源エネルギー庁担当職員に

報告し承認を得た上で調査対象事業所を確定し調査する。 

◆報告・承認の際には、新規事業所候補の連絡先、生産品目従業者等の確認結果及び

新規事業所該当の有無を Excel ファイルに１事業所１行にとりまとめ資源エネルギ

ー庁担当職員に提出する。 

 

○令和８年調査関係用品の作成 

 

資源エネルギー庁が貸与する原稿をもとに、「調査依頼文」、「送付書」、「調

査票」、「調査票記入要領」、「オンライン提出希望確認書」、「オンライン調査

利用案内(パンフレット)」、「送付用封筒」、「返送用封筒」を作成する。 

 

◆表１に掲げる調査関係用品を、同表に掲げる仕様・規格等に従い、表２に掲げる部数

ずつ作成する。原稿は資源エネルギー庁担当職員から貸与を受ける。 
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◆「ウ 調査票(紙提出用)」、「エ 調査票(オンライン予備用)」には、事業者ごと

に下記事項のプレプリントを行う。 

・企業名 

・事業所名 

・本社又は本店所在地 

・事業所所在地 

・事業所番号(都道府県番号及び整理番号) 

◆文字の誤りや不備を調べ正すため調査関係用品の校正を行うこと。 

◆納入後は直ちに検収・部数の確認を行い、誤字、脱字、乱丁、落丁などがないか確認

する。誤りを見つけた場合には資源エネルギー庁担当職員に報告し、その指示に従い、

速やかに対処する。 

表１ 

調査関係用品 仕様・規格等 

ア 調査依頼文(公文書) Ａ４、片面１ページ、２色刷り 

イ 送付書 Ａ４、両面２ページ、白黒（差し込み印字） 

ウ 調査票(紙提出用) 

 

【Ｂ４、表紙：再生上質紙(55.0)、本文：７調

査票片片面・２調査票両面、１３枚１冊、天の

り、単色刷り（茶）、インデックス入り、プレ

プリントあり】×９種類  

 

エ 調査票(オンライン予備用) 

 

【Ｂ４、７調査票両面２ページ・２調査票両面

３ページ、再生上質紙(55.0)、単色刷り（茶）、

インデックス入り、プレプリントあり】×９種

類 

オ 調査票記入要領 

【Ａ４、表紙：再生上質紙(70.5)・裏白、目次：

両面２ページ・裏白、本文：再生上質紙(35.0)

両面４０ページ（色扉２枚４ページ含む。）、

裏表紙：再生上質紙(70.5)・裏白、単色刷り(黒)、

くるみ、ページ打ち】×１種類 

※色扉：再生色上質紙(中厚口)、薄ピンク色 

カ オンライン提出希望確認書 Ａ４、片面２ページ、白黒 

キ オンライン利用案内(パン

フレット) 
Ａ３、二つ折り４ページ、フルカラー 

ク 送付用封筒 角形２号(色つき)、２色刷り 

ケ 返送用封筒 

長形３号(色つき)、２色刷り 

料金受取人払いとし、日本郵便株式会社との手

続きは資源エネルギー庁担当職員の指示に従っ

て行う。 
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表２ 

調査関係用品 印刷部数 

ア 調査依頼文(公文書) １４００部 

イ 送付書 １４００部 

ウ 調査票(紙提出用)  (合計) ４００部 

 第１号 パルプ・紙・板紙 ４０部 

第２号 化学工業製品 １００部 

第３号 化学繊維 １０部 

第４号 石油製品 １０部 

第５号 窯業・土石製品 ４０部 

第６号 ガラス製品 ２０部 

第７号 鉄鋼 ８０部 

第８号 非鉄金属地金 ３０部 

第９号 機械器具 ７０部 

エ  調査票 (オンライン用 )    

(合計) 
１２１０部 

第１号 パルプ・紙・板紙 １５０部 

第２号 化学工業製品 １７０部 

第３号 化学繊維 ６０部 

第４号 石油製品 ５０部 

第５号 窯業・土石製品 ８０部 

第６号 ガラス製品 ４０部 

第７号 鉄鋼 ２６０部 

第８号 非鉄金属地金 ５０部 

第９号 機械器具 ３５０部 

オ 調査票記入要領 １４００部 

カ オンライン提出希望確認書 ２９０部 

キ オンライン利用案内(パン

フレット) 
２９０部 

ク 送付用封筒 １４５０部 

ケ 返送用封筒 ４２００部（320紙事業所×12月＋予備 360枚） 
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○調査関係用品の封入・発送 

 

「調査依頼文」、「送付書」、「調査票」、「調査票記入要領」、「オンライン提

出希望確認書」、「オンライン調査利用案内(パンフレット)」、「返送用封筒」を「送

付用封筒」に封入し、調査対象事業所に発送する。 

 

（封入） 

◆資源エネルギー庁担当職員から貸与を受けた送付用事業所名簿を使用し、宛名シ

ールを作成する。 

◆上記の名簿を使用し、送付書に企業名・事業所名・事業所番号を印字する。 

◆紙調査票の事業所には、表１ア～ウ、オ～キ、ケをクに封入し、オンライン調査

の事業所には、表１ア、イ、エ、オをクに封入する。 

◆本社一括送付事業所及び複数種調査票送付事業所を除き、１事業所につき、表１

ア～キは１部ずつ、ケは１２枚（１月分から１２月分）ずつ封入する。ただし、

オンライン回答事業所に対してはウ、カ、キ、ケを送付しない。 

◆本社一括送付事業所等については、資源エネルギー庁担当職員から貸与を受けた

送付用名簿等に基づき、必要部数を企業本社等宛に送付する。 

◆送付用封筒の宛先（企業・事業所名、部署名、所在地）と送付書に印字されてい

る宛先（企業・事業所名、部署名、所在地）が一致しているか十分確認するとと

もに、調査関係用品の種類、数量の誤封入が発生しないように確認し、正確に作

業を進める。 

 

（発送） 

◆資源エネルギー庁担当職員が指示するスケジュールに従い、調査用品の過不足が

生じないよう全ての対象事業所に確実に送付する。なお、送付状況については、

随時資源エネルギー庁担当職員に報告する。 

 

（再送） 

◆調査票提出督促等の際、調査関係用品の再送付希望があった事業所に対しては、

必要な調査関係用品の種類と数を確認した上で、再送付する。 

◆再送付した事業所については、受付簿に再送付履歴を残す。 

◆送付した調査関係用品が宛先不明等で返送された場合には、企業・事業所名、所

在地等に不備がないかを調査に係る一連の名簿と照合して確認し、不備があった

場合には、それら名簿の訂正等必要な処理を行った上で再送付する。 

 

○送付用名簿の修正 

 

資源エネルギー庁担当職員から貸与を受けるについて、資源エネルギー庁担当職員ま

たは企業・事業所から、事業所情報について修正依頼があった場合には、同名簿の修

正を行う。 

 

◆資源エネルギー庁担当職員から貸与を受けた送付用名簿について、資源エネルギー

庁担当職員から、企業名・事業所名、所在地、事業所担当者名等について修正依頼

があった場合には、名簿の修正を行う。 

◆調査関係用品送付後、企業・事業所から直接、企業名・事業所名、所在地、事業所

担当者名等の修正依頼があった場合には、修正内容を資源エネルギー庁担当職員に
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報告し、指示に従い、名簿の修正等必要な処理を行う。修正した送付用名簿は事業

報告書に盛り込み、納入期限までに納品する。 

 

②月例業務 

令和９年１月から令和１０年３月にかけて、月例業務として下記の業務を行う。 

 

○調査票の回収 

 

・郵送による調査票の回収 

・郵送の場合、開封し、調査票の種類ごとに仕分けて整理する。 

 

◆調査票の回収は、原則「石油等消費動態統計調査事務局」が行う。 

◆回収した調査票は、電子メールにより回収したものを除き、施錠可能な保管庫に入

れ、委託契約期間中厳重に管理する。 

◆郵送で到着した調査票は、開封し、調査票種類別（第１号から第９号別）に仕分け

る。更に仕分けた調査票種類ごとに、事業所番号順（都道府県番号順、整理番号順）

に整理する。電子メール、ＦＡＸ等によって提出された場合にも、紙媒体にして同

様に整理する。 

◆回収状況を把握する必要があるため、回収した事業所数を日単位で記録した「日別

回収状況表（紙）」を別添様式１に従って Excel にて作成し、毎週週半ばまでに前

週分を資源エネルギー庁担当職員に電子メールで報告する。 

◆１年間の回収状況の推移を記録する必要があるため、「総回収状況表（紙）」を別

添様式２に従って Excel にて作成し、「日別回収状況表（紙）」とともに事業報告

書に盛り込み、納期限までに納品する。 

◆当該調査以外の他の政府統計調査票が回収された場合には、速やかに資源エネルギ

ー庁担当職員に連絡し、指示に従う。政府統計以外の調査票・アンケート類が回収

された場合には、それらの調査実施者に連絡し、相談した上、適宜対応する。 

 

（作業量概算） 

○郵送＋電子メール＋ＦＡＸの受付、整理 

総提出数 ３００枚／月×１２か月 

○「日別回収状況表」及び「総回収状況表」への記録 

 

・「日別回収状況表」入力作業 

２０回(２０日) ／月×１２か月 

・「総回収状況表」入力作業 

１回／月×１２か月 

 

 

オンラインによる調査票の回収 

 

 ◆オンラインでの回答は、政府統計共同利用システムを経由してＳＴＡＴＳに自動的

に取り込まれるが、受付操作をする必要があるため、資源エネルギー庁担当職員か

ら貸与を受けたＳＴＡＴＳ業務用パソコンを操作して受付処理を行う。 

◆回収状況を把握する必要があるため、回収した事業所数を日単位で記録した「日別

回収状況表（オンライン）」を別添様式１に従って Excel にて作成し、毎週、週半
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ばに前週分の件数表を資源エネルギー庁担当職員に電子メールで報告する。 

◆１年間の回収状況の推移を記録する必要があるため、「総回収状況表（オンライン）」

を別添様式２に従って Excel にて作成し、「日別回収状況表（オンライン）」とと

もに事業報告書に盛り込み、納期限までに納品する。 

◆オンライン提出率の一層の向上のための工夫を図る。 

  

令和７年調査 オンライン提出率(オンライン数／提出数) 

 

第１号（パルプ・紙・板紙） ９８．９％ 

第２号（化学工業製品）   ９９．９％ 

第３号（化学繊維）     ９９．８％ 

第４号（石油製品）    １００．０％ 

第５号（窯業・土石製品）  ９６．７％ 

第６号（ガラス製品）    ９７．０％ 

第７号（鉄鋼）       ９６．３％ 

第８号（非鉄金属地金）   ９４．７％ 

第９号（機械器具）     ９８．７％  

           

 

（作業量概算） 

○オンライン回答の回収、整理 

オンラインでの回答は、政府統計共同利用システムを経由してＳＴＡＴＳに自

動的に取り込まれるため、回収、整理に必要な作業はない。 

○「日別回収状況表（オンライン）」及び「総回収状況表（オンライン）」への

記録 

・「日別回収状況表（オンライン）」入力作業 

２０回(２０日) ／月×１２か月 

・「総回収状況表（オンライン）」入力作業 

１回／月×１２か月 

 

 

調査票受付簿を作成し、調査票の回収状況を郵送、オンライン等に分けて記録し、 

管理する。 

 

◆調査票の受付とともに事業所情報の管理を行うために、ＳＴＡＴＳの調査対象事業

所名簿を基に「調査票受付簿」（任意様式）を Excelにて作成する。 

◆回収状況は事業所ごとに管理する。 

◆調査票を回収したら、調査票受付簿に回収日と回収方法の種別を記録する。回収方

法の種別については、同名簿にあらかじめ設けた回収方法欄（郵送・オンライン・

電子メール・ＦＡＸ）の該当する方法に○を付ける。 

 

（作業量概算） 

○管理対象数 

紙調査票     約３００件／月 

オンライン調査票 約１０００件／月 

○調査票受付簿管理 
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１３００件／月×１２か月 

 

 

その他、調査に関する問い合わせ全般に対応し、対応記録を作成する。 

  

◆調査に関する質問や、調査拒否その他の苦情などの電話問い合わせに対応するため、

フリーダイヤル（通話料金受信者払い）による当該調査専用の問い合わせ窓口を設

置する。なお、問い合わせに的確に対応するために、あらかじめ調査票、記入要領、

業務マニュアルを熟読し、調査について十分な理解を深め、応答要領を作成し、応

答要領にない問い合わせがあった場合には整理・更新する。 

◆通信環境の違いなどでオンライン提出が困難となった事業所からの問い合わせ等

にも対応し、オンラインでの提出が不可能と判断した場合は、電子メールやＦＡＸ

等の別の方法での提出を依頼する。 

◆「問い合わせ記録簿」（任意様式）を Excel にて作成し、問い合わせ１件ごとに、

日時、事業所名、問い合わせ内容及び応答結果等を記録する。電子メール、ＦＡＸ

による問い合わせについても同記録簿に同様に記録する。「問い合わせ記録簿」に

ついては、毎月、審査会の前日までに資源エネルギー庁担当職員に提出する。また、

指示に従って加工し、事業報告書に盛り込み、納期限までに納品する。 

  ◆問い合わせ状況を把握する必要があるため、別途、「日別問い合わせ件数表」を別

添様式１に従って Excelにて作成し、記録する。 

◆１年間の問い合わせ状況の推移を記録する必要があるため、「問い合わせ件数表（総

件数表）」を別添様式２に従って Excel にて作成し、「日別問い合わせ件数表」と

ともに事業報告書に盛り込み、納期限までに納品する。 

 

○ＳＴＡＴＳ名簿の情報更新・管理 

 

・回収した調査票に書かれている事業所情報を調査票受付簿と照合する。 

・一致しない場合は、資源エネルギー庁担当職員に報告し、指示に従い、調査票受付

簿及びＳＴＡＴＳ名簿の修正を行う。 

  ※事業所情報とは：企業名、本社又は本店所在地、事業所名、事業所所在地、報告

者氏名、作成者の所属部署名及び氏名、事業所番号 

 

◆調査票を回収後、調査票受付簿と照合し、事業所情報が一致するか否か確認する。 

◆当該企業のホームページで確認するなどした結果、調査票受付簿記載の情報に加除

修正が必要であると判断した場合には、資源エネルギー庁担当職員にその旨報告し、

指示に従い、調査票受付簿及びＳＴＡＴＳ名簿の修正を行う。 

◆調査票受付簿には必ず備考欄を設け、事業所情報に変更があった場合には、変更事

由発生日及び、「社名変更」、「企業分割」、「企業合併」、「移転」、「住所表

示変更」等の変更事由を記載する。 

◆また、別の備考欄を設け、不達により戻ってきた場合には「住所不明」、「受取拒

否」等の事由を書き、督促時に回答を拒否された場合には「回答拒否」等の事由を

記載する。 

◆ＳＴＡＴＳ名簿についても、備考欄に同様の記載をする。 

ＳＴＡＴＳ名簿の修正は、「ＳＴＡＴＳ操作マニュアル」に従って行う。 

◆「調査票受付簿」（調査結果を反映したもの）を事業報告書とは別に Excelにて作

成し、事業報告書とともに、納期限までに納品する。 
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（作業量概算） 

○名簿情報更新 

更新件数 １０件／月平均 

１０件／月×１２か月 

 

○回収済み紙調査票の事前審査、情報の電子化、ＳＴＡＴＳへのデータ投入等 

 

回収した調査票の電子情報化の前に、回答月・事業所番号の記入の有無、記入値の欄

ズレ・桁ズレ等明白な間違いの有無を事前にチェックし、必要に応じて補記または修

正をする。 

 

◆データパンチに先立ち、回答月・事業所番号の未記入・誤記入の有無、記入欄の上

下・左右間での書き間違い、数値の桁間違い、マイナス符号は無いかなどを確認し、

外見から明白な間違いを修正しておく。判別困難文字がある場合には、必要に応じ

て記入者に問い合わせるなどして、読めないものを抹消し、読める文字に置き換え

ておく。 

 

（作業量概算） 

○事前審査：３００枚／月×１２か月                              

○疑義照会：事前審査で疑問点を発見したら電話による疑義照会を行う。 

３００枚／月のうち約１０％ 

３００枚／月×０．１＝３０枚／月 

３０枚／月×１２か月  

                            

 

ＳＴＡＴＳを用いて審査・集計を行うために、調査票情報（備考欄、欄外に書かれた

特記事項等を含む。）の電子情報化（データ入力）を行う。 

 

◆紙調査票の情報の電子情報化については、資源エネルギー庁担当職員から提示され

たＳＴＡＴＳ用のフォーマットに従って行う。後述の「審査会」までに全調査票の

審査・疑義照会・集計が間に合うようなスケジュールで随時、電子情報化していく。 

◆データパンチは、毎月、第１回目を１５日（提出期限）から２～３日後に行い、以

降は公表までの日程を踏まえつつ適宜、分割して作成し、作成状況を把握・管理す

ること。 

◆入力した調査票の枚数と回収した調査票の枚数を確認・記録する等し調査票の紛失

防止策を講じる。 

◆データ入力を再外注する場合は、統計精度への信頼を担保するため、「統計調査に

おける民間事業者の活用に係るガイドライン(平成１７年３月３１日各府省統計主

管課長等会議申合せ)」を踏まえ、下記の対策を講じる。再外注しない場合も同様

のこと。 

・通常入力(エントリ)と照合入力(ベリファイ)を異なる作業員が実施するなど、デー

タの正確度確保のための方策を講じる。 

・納品データに問題（データ量、文字化け等）がないか確認し、確認状況を都度記録

すること。 

・原則、「プライバシーマークの認定を受けている者」又は「情報セキュリティマネ
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ジメントシステム(ＩＳＭＳ)の認証を取得している者」を再外注先の要件とし、調

査票情報等の漏えいが発生しないよう厳格な情報管理を行う。 

・データ業務を再外注する場合には、再外注先について事前に資源エネルギー庁担当

職員とよく協議して承諾を得た上で、再外注先にも上記の対策を講じることを求め

てその証拠を資源エネルギー庁担当職員に提出する。 

 

（作業量概算） 

○データパンチ 

・レコード数 

３２２１レコード／月×１２か月 

・タッチ数 

３６．４２タッチ／１枚×３００枚／月×１２か月 

 

  

資源エネルギー庁の執務室において、電子化された情報をＳＴＡＴＳに投入する。 

 

 

◆資源エネルギー庁担当職員から貸与を受けた「ＳＴＡＴＳ操作マニュアル」記載の

手順に従い、資源エネルギー庁長官官房総務課執務室において、データパンチ済み

の情報をＳＴＡＴＳに投入する。 

 

（作業量概算） 

○データ投入 

パンチ４回／月×１２か月 

 

○未提出事業所への提出依頼（督促）  

 

電話、電子メール、必要に応じて伺うなどにより行う。 

 

◆督促する際には、資源エネルギー庁から調査業務を受託している「石油等消費動態

統計調査事務局」と名乗る。 

◆１５日（提出期限）を過ぎても提出しない事業所に対しては、電話または電子メー

ル、現地に出向く等による提出依頼（督促）を行う。提出依頼のタイミングについ

ては、資源エネルギー庁担当職員の指示に従う。 

◆督促にあたっては、必ず事前に回収状況を確認するとともに、事前の電話連絡等に

より特定日に提出する旨の約束をしていないかなど十分に確認した上で行う。 

◆督促の結果、調査対象月の翌々月の５日までに回収した調査票については、電子情

報化（データパンチ入力）のうえ、ＳＴＡＴＳに投入し、審査・集計を行う。６日

以降に回収した調査票については、原則、年間補正作業分として処理し、回収した

調査票等については、整理して、厳重に保管する。 

◆督促をした際に事業所から、調査票を無くした、返送用封筒を無くした等の申し出

があった場合には、不足しているもの及び送付先を正確に確認して、再送付する。

その際の提出期限については、最終回のデータパンチに間に合う期間内で柔軟に設

定する。 

◆未提出事業所の割合を調査票別のエネルギー消費（合計（原油換算））値で算出し、

５％以内となるように督促・回収を行うこと（督促は影響の大きい未提出事業所を
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優先的に行う。また、調査への協力要請に当たっては現地等に出向く等の工夫をす

ること）。 

 

（作業量概算） 

○督促 

督促実施事業所数は全対象事業所数（紙・オンラインの合計）の約３．５％ 

１３００事業所／月×０．０３５＝４６事業所／月 

４６事業所／月×１２か月 

 

 

督促実績、督促に伴うやり取りの記録を作成する。 

 

◆督促業務を円滑に行うために、「督促記録簿」（任意様式）を Excel にて作成し、

督促日時、事務局督促者氏名、相手方氏名、提出予定日等を記録する。 

◆督促の際に質問や苦情を受けた場合には、問い合わせ内容及び応答結果、再回答の

要否等を督促記録簿に設けた個々の記載欄に記録する。 

◆督促状況を把握する必要があるため、別途、「日別督促件数表」を別添様式１に従

って Excelにて作成し、記録する。 

◆「督促件数表（総件数表）」を別添様式２に従って Excelにて作成し、「日別督促

件数表」とともに事業報告書に盛り込み、納期限までに納品する。 

 

（作業量概算） 

○督促記録簿への記入 

４６事業所／月×１２か月 

 

○「日別督促件数表」及び「督促件数表（総件数表）」への記録 

・「日別督促件数表」入力作業 

４６事業所／月×１２か月 

・「督促件数表(総件数表）」入力作業  

１回／月×１２か月 

 

○個票審査・疑義照会 

 

ＳＴＡＴＳ等を用いて個々の調査票の審査を行う。 

 

 

◆資源エネルギー庁担当職員から貸与を受ける「ＳＴＡＴＳ操作マニュアル」に従っ

て、ＳＴＡＴＳによる審査を行う。前月値・前年同月値との比較、未記入の有無、

誤記入の有無（記入欄間違い、桁間違い、マイナス値の有無など）、関連事項間で

の論理矛盾の有無の確認などにより、「記入要領に従い、妥当な値が、漏れなく」

記入されているか否か点検し、必要に応じて補記・修正する。 

◆新規事業所で複数調査票の対象（既存・新規含め）となっている場合は記入内容に

重複がないか、部門別に区分されているかを点検し、誤りがある場合は事業所に確

認のうえ、補記・修正をする。 

◆ＳＴＡＴＳの操作は、資源エネルギー庁長官官房総務課に設置するパソコンにより

行い、行政機関の休日（行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）
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第１条第１項各号に掲げる日をいう。以下同じ。）を除く、原則、午前９時３０分

から午後１８時１５分までの間に行う。 

◆回収した個々の調査票の内容について全て確認することを原則とするが、ＳＴＡＴ

Ｓの審査機能によりエラー表示された箇所については重点的に審査し、必要に応じ

て記入者に疑義照会を行い、修正等を行う。ただし、データパンチミスによる誤入

力があり得るので、疑義照会等を行う前には、エラー表示された箇所について必ず

個票データと一致するか見比べる。 

◆オンライン回答による個票についても、前月値・前年同月値との比較、未記入の有

無、誤記入の有無（記入欄間違い、桁間違い、マイナス値の存在など）、関連事項

間での論理矛盾の有無の確認など、紙の調査票と同様の審査を行う。 

◆審査状況については、責任者において STATSの記録情報、担当者の報告等に基づき、

把握・管理する。 

 

（作業量概算） 

○個票審査 

１３００件／月×０．９５(提出率)×１２か月 

          

 

未記入箇所、疑問点、記入方法の誤りなどがある場合、電話や電子メールなどで記入

者に問い合わせる。 

 

◆未記入、誤記入、疑義等であって記入者に問い合わせが必要と思われるものについ

ては、電話や電子メールなどで問い合わせを行い、必要に応じてＳＴＡＴＳ上でデ

ータを補記・修正する。原則、事業所の確認がとれないまま個票の修正は行わない。

問い合わせしても結果が明らかに不合理であって、疑義が解消しないときには、必

要に応じて資源エネルギー庁担当職員に相談し、指示を受ける。 

◆問い合わせをした結果、事業所から「正値」との回答を得た場合においても、事業

所規模、消費している各品目特性（気体、固体、液体、物理量、保管場所、輸送手

段等）などを絡めて確認し、さらには、グラフ作成などの工夫をすることで全体に

対する影響度、シェアなどを示し、再度の確認を促す。 

◆電話や電子メールなどで問い合わせた内容、事業所からの回答及び修正内容等につ

いて STATSの備考欄に入力し、翌月・翌年の審査等に活用する。 

 

  

（作業量概算） 

○疑義照会・記録 

提出された調査票（紙・オンライン合計）の約４％に対して疑義照会・記録 

１３００件／月×０．９５(提出率)×０．０４×１２か月 

 

○サマリ審査・疑義照会 

 

ＳＴＡＴＳを用いて集計を行った後、集計事項ごとに、回答値の総和の前月比較、

前年同月比較を行う。増減が大きく、その増減に大きな影響を与えていると考えられ

る事業所がある場合には、回答値の真偽を電話や電子メールなどで確認する。誤りが

あれば修正し、必要な修正を全て行った結果、増減が適正な範囲に収まっていること

を確認する。 
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◆個票審査が終了した全てのデータについて、集計事項ごとの合算値の前月比較、前

年同月比較を行うことにより、集計結果全体の妥当性を判断する。審査の結果、修

正が必要と判断される集計事項がある場合には、その集計事項内での個票検索を行

い、サマリ値に影響を及ぼしていると思われる個票を抽出し、個票データの真偽の

確認を行い、必要な修正によって適正なサマリ値を導く。サマリ審査の完了をもっ

て、全個票データを確定する。 

◆具体的には、ＳＴＡＴＳの操作により作成されるサマリ集計表を見て、前月比や前

年同月比の変動幅が相対的にあるいは極端に大きな集計事項が無いかを点検し、有

る場合には、更に調査票別、エネルギー種別に細分化して点検していく。個票検索

の結果、時系列に悪影響を及ぼすほど変動幅の大きなものを見つけた場合には、記

入者に電話や電子メールなどで確認し、必要に応じ修正する。その後再びサマリ集

計を行い、昨今の経済動向等に照らして整合的なサマリ値となったか、過去のトレ

ンドに照らして合理的なサマリ値となったかどうか確認する。またその際、集計事

項間に相関関係がみられるものについては、互いのサマリ値が妥当な関係を保って

いるかどうか確認し、特異な動きをしている場合には、前述同様に個票検索によっ

て原因を突き止め、記入者に確認のうえ必要に応じて修正する。 

◆サマリ審査は２回以上行う。1回目のサマリ審査は、２回目のデータパンチまでで

ＳＴＡＴＳに取り込んだ全てのデータを対象に行い、２回目のサマリ審査は、最終

回のデータパンチまででＳＴＡＴＳに取り込んだ全てのデータを対象に行う。２回

のサマリ審査を経てもなお、積み残した修正がある場合には、３回目以降のサマリ

審査を行い、積み残しがなくなるまで行う。 

◆電話や電子メールなどで問い合わせた主な内容、事業所からの回答及び修正内容等

について STATSの備考欄に入力し、翌月・翌年の審査等に活用する。 

◆調査票別にサマリ値に占める未提出事業所の推計値の割合をエネルギー消費（合計

（原油換算））が５％以内となるまで処理を行い、確認結果を資源エネルギー庁担

当職員に提出する。なお、どうしても５％以内にならない場合は、資源エネルギー

庁担当職員と相談の上、対応を行うこと。 

 

（作業量概算） 

○サマリ審査 

３回／月×１２か月 

 

（これまでの実績を踏襲して、サマリ審査は３回として計算。） 

○疑義照会・記録 

５事業所／月×１２か月 

 

○主な変動要因の聞き取り 

 

前月または前年同月と比べ数値が比較的増減している事業所に対して、主な変動要

因を電話や電子メールなどで尋ね、記録する。 

 

◆エネルギー消費量項目値の前月比または前年同月比の変動が比較的大きいと思わ

れるもののうち実数が大きいものの中から、調査票の種類（第 1 号から第９号）ご

とに上位数事業所を選定し、それぞれから主な変動要因を尋ね、変動要因分析資料

を作成する。変動要因分析資料については、後述する「審査会」で検討資料として
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用いる。 

 

（作業量概算） 

○主な変動要因の聞き取り(９調査票についてそれぞれ確認する。)・記録 

５事業所／１調査票×９調査票×１２か月 

 

○統計表作成 

 

ＳＴＡＴＳの結果表作成機能を用いて当該月分の公表用原稿を作成する。 

 

◆「統計月報原稿作成マニュアル」に従いＳＴＡＴＳで作成した統計表と、資源エネ

ルギー庁担当職員から貸与を受けた文字原稿とを合わせて、当該月分の公表用原

稿の作成を行う。 

◆STATSの結果表機能等で作成・出力した公表用原稿（調査計画に基づいた表）の全

ての表があることを確認のうえ、数値（計算式）、体裁等について、ダブルチェ

ック以上の確認を行うなど公表数値の誤りには十分注意する。必要に応じて資源

エネルギー庁担当職員に報告のうえ修正等を行う。 

◆公表用原稿作成作業については、毎月、遅くとも公表日の４営業日前の１７時まで

に行う。営業日とは行政機関の休日以外の日をいう。 

◆作成した公表用原稿を修正する必要があると認められる場合には、資源エネルギー

庁担当職員の指示に従い、遅くとも公表日の３営業日前の１７時までに必要な修

正を行う。 

◆統計表の作成状況については、責任者において担当者の報告等に基づき、把握・管

理する。 

◆あらかじめ方法・手順に定められていない事項の取扱いがある場合は、内容を整理

の上、記録し提出すること 

 

     （作業量概算） 

○統計表作成 

１人日／月１回×１２か月 

 

○審査会による審査 

 

毎月、資源エネルギー庁担当職員が開催する「審査会」に出席し、作成した統計表と

変動要因分析資料等について説明を行い、内容についての審査を受ける。 

 

◆毎月、原則、公表予定日の３営業日前までに資源エネルギー庁担当職員が開催する

審査会に出席し、公表原案と変動要因分析資料等について説明し、内容についての

審査を受ける。 

◆資料については、事前に状況を把握・確認するため、前日までに提出すること。 

◆審査の結果、再度の確認・照会・修正等の指示がある場合には速やかに対応するこ

と。 

◆審査会は、資源エネルギー庁担当職員等と事務局の業務責任者及び担当職員で構成

する。 

◆審査会の開催日時については、資源エネルギー庁担当職員が、当該月の公表原案と

変動要因分析資料を作成した旨の報告を事務局から受けた後、資源エネルギー庁担
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当職員から事務局に対する連絡をもって決定する。 

 

（作業量概算） 

○ 審査会 

６０分／月１回×１２か月 

 

○公表準備 

 

資源エネルギー庁ホームページ掲載用の公表用原稿を作成する。 

 

◆「統計月報原稿作成マニュアル」に従い作成した当該月分の公表用原稿を用いて、

資源エネルギー庁ホームページ掲載用の公表用原稿（Excel形式）を作成する。 

◆作成した公表用原稿の数値、体裁等について、ダブルチェック以上の確認を行うな

ど公表数値等の誤りには十分注意する。必要に応じて資源エネルギー庁担当職員

に報告のうえ修正等を行う。 

◆作成した原稿については、毎月、遅くとも公表日の２営業日前の正午までに資源エ

ネルギー庁担当職員あて電子メールで送付する。 

◆作成した原稿を修正する必要があると認められる場合には、資源エネルギー庁担当

職員の指示に従い、遅くとも公表日の２営業日前日中に必要な修正を行う。 

 

（作業量概算） 

○ホームページ掲載用原稿作成 

     １８０分／月１回×１２か月 

○石油等消費動態統計月報（冊子）の作成・発送 

 

ＳＴＡＴＳの結果表作成機能を用いて作成した当該月分の結果表等をもとに、月報

（冊子）を印刷製造し、関係各所に発送する。 

 

（印刷製造） 

◆「統計月報原稿作成マニュアル」に従いＳＴＡＴＳにて作成した統計表と、資源エ

ネルギー庁担当職員から貸与を受けた文字原稿を合わせて印刷原稿とする。版下を

作成し、校正を行い、当該月分の「石油等消費動態統計月報」（冊子）を印刷製造

する。 

◆文字原稿の原稿渡し日は、資源エネルギー庁ホームページ公表日とし、遅くともそ

の７営業日後を冊子の納入期限日とする。 

◆納入後は直ちに冊子の検収を行い、データ非表示、誤字、脱字、乱丁、落丁などが

無いか確認する。誤りを見つけた場合には資源エネルギー庁担当職員に報告し、そ

の指示に従い、速やかに対処する。 

◆納入から梱包・発送に至るまでの手続きの調整は事務局が行う。ただし、納入日か

ら３日以内に発送する。 

◆「石油等消費動態統計月報」（冊子）の仕様は次のとおり。 
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物品名 数量 規格等 

 

石油等消費動態統計月報 

 

１０１冊 

 

エレ印刷 

Ａ４判 両面印刷  

くるみ、のりづけ、頁打、背文字、

２つ穴あけ 

 

表紙：再生上質紙 Ａ版 70.5㎏ 

本文：再生上質紙 Ａ版 35.0㎏ 

原稿：表紙２頁（うち白１頁） 

原稿：本文 約６０頁(両面) 

原稿：裏表紙２頁（うち白１頁） 

※印刷物の品質については、グリ

ーン購入法判断基準を満たす。 

 

（作業量概算） 

○印刷請負業者等の作業見積りによる。 

 

（梱包・発送） 

◆封筒に封入し、送付先、品名、数量、発送主を明示したラベルを添付して、別途貸

与を受けた「月報発送先名簿」に従って発送する。 

◆送付用封筒には発送主として「石油等消費動態統計調査事務局」と「資源エネルギ

ー庁」の名称を並記する。 

 

 

発送先 送付部数 

「月報発送先名簿」のとおり。 同名簿記載のとおり 

 

（作業量概算） 

○梱包・発送請負業者等の作業見積りによる。 

○遅延提出された調査票の整理等 

 

・当該月の集計に間に合わなかった郵送による提出調査票の受領 

・郵送の場合、開封し、調査票の種類ごとに仕分けて整理する。 

 

◆調査票の回収は、原則、「石油等消費動態統計調査事務局」が行う。 

◆回収した調査票は、電子メールにより回収したものを除き、施錠可能な保管庫に入

れ、委託契約期間中厳重に管理する。 

◆郵送で到着した調査票は、開封し、調査票種類別（第１号から第９号別）に仕分け

る。更に仕分けた調査票種類ごとに、事業所番号順（都道府県番号順、整理番号順）

に整理する。電子メール、ＦＡＸ等によって提出された場合にも、紙媒体にして同
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様に整理する。 

◆回収状況を把握する必要があるため、受領した事業所数を日単位で記録した「日別

回収状況表（紙）」に通常受付分とは別枠にして記入し、毎週半ばまでに前週分を

資源エネルギー庁担当職員に電子メールで報告する。 

◆１年間の回収状況の推移を記録する必要があるため、「総回収状況表（紙）」に通

常受付分とは別枠にして記入し、「日別回収状況表（紙）」とともに事業報告書に

盛り込み、納期限までに納品する。 

◆当該調査以外の他の政府統計調査票が回収された場合には、速やかに資源エネルギ

ー庁担当職員に連絡し、指示に従う。それ以外の調査票・アンケート類が回収され

た場合には、それらの調査実施者に連絡し、相談した上、適宜対応する。 

 

（作業量概算） 

○郵送＋電子メール＋ＦＡＸの受付、整理 

１０枚／月×１２か月 

○「日別回収状況表」及び「総回収状況表」への記録 

・「日別回収状況表」入力作業 

通常回収分とともに行うので、追加の労力は特段なし。 

 

・「総回収状況表」入力作業 

通常回収分とともに行うので、追加の労力は特段なし。 

 

 

当該月の集計に間に合わなかったオンラインによる提出調査票の受領 

 

◆オンラインでの回答は、政府統計共同利用システムを経由してＳＴＡＴＳに自動的

に取り込まれるが、受付操作をする必要があるため、資源エネルギー庁担当職員か

ら貸与を受けたＳＴＡＴＳ業務用パソコンを操作して受付処理を行う。 

◆回収状況を把握する必要があるため、回収した事業所数を日単位で記録した「日別

回収状況表（オンライン）」に通常受付分とは別枠にして記入し、毎週半ばまでに

前週分を資源エネルギー庁担当職員に電子メールで報告する。 

◆１年間の回収状況の推移を記録するため、「総回収状況表（オンライン）」に通常

受付分とは別枠にして記入し、「日別回収状況表（オンライン）」とともに事業報

告書に盛り込み、納期限までに納品する。 

（作業量概算） 

○オンライン回答の回収、整理 

オンラインでの回答は、政府統計共同利用システムを経由してＳＴＡＴＳに

自動的に取り込まれるため、回収、整理に必要な作業はない。 

○「日別回収状況表（オンライン）」及び「総回収状況表（オンライン）」へ

の記録 

・「日別回収状況表（オンライン）」入力作業 

通常回収分とともに行うので、追加の労力は特段なし。 

・「総回収状況表（オンライン）」入力作業 

通常回収分とともに行うので、追加の労力は特段なし。 
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当該月の集計に間に合わなかった調査票の回収状況を、郵送、オンライン等に分け

て記録し、管理する。 

 

◆回収状況を事業所ごとに「調査票受付簿」に記入し、管理する。 

◆調査票を回収したら、調査票受付簿に回収日と回収方法の種別を記録する。回収方

法の種別については、同名簿にあらかじめ設けた回収方法欄（郵送・オンライン・

電子メール・ＦＡＸ）の該当する方法に○を付ける。 

 

（作業量概算） 

○調査票受付簿管理 

１０枚／月 

１０枚／月×１２か月 

 

○遅延提出された調査票の事前審査、情報の電子化、ＳＴＡＴＳへのデータ投入、審査等 

 

回収した調査票の電子情報化の前に、回答月・事業所番号の記入の有無、記入値の

欄ズレ・桁ズレ等の有無を事前にチェックし、必要に応じて補記または修正をする。 

 

◆データパンチに先立ち、回答月・事業所番号の未記入・誤記入の有無、記入欄の上

下・左右間での書き間違い、数値の桁間違い、マイナス符号は無いかなどを確認し、

外見から明白な間違いを修正しておく。判別困難文字がある場合には、必要に応じ

て記入者に問い合わせるなどして、読めないものを抹消し、読める文字に置き換え

ておく。 

 

（作業量概算） 

○事前審査：１０枚／月×１２か月                             

○疑義照会：事前審査で疑問点を発見したら電話による疑義照会を行う。  

１０枚のうち約１０％ 

１０枚／月×０．１＝１枚／月 

１枚／月×１２か月 

 

                                   

ＳＴＡＴＳの年間補正機能を用いて審査・集計を行うために、調査票情報（備考欄、

欄外に書かれた特記事項等を含む。）の電子情報化（データパンチ入力）を行う。 

 

◆紙調査票の情報の電子情報化については、資源エネルギー庁担当職員から提示され

たＳＴＡＴＳ用のフォーマットに従い行う。 

◆データパンチは、処理件数がある程度まとまったところで適宜行う。 

 

（作業量概算） 

○データパンチ 

・レコード数 

１０枚／月×８レコード／１枚×１２か月 

・タッチ数 
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１０枚／月×３６．４２タッチ／１枚×１２か月 

 

 

資源エネルギー庁の執務室において、電子情報化した調査票情報をＳＴＡＴＳの年

間補正機能に投入する。 

 

◆資源エネルギー庁担当職員から貸与を受けた「ＳＴＡＴＳ操作マニュアル」記載の

手順に従い、資源エネルギー庁長官官房総務課執務室において、データパンチ済み

の情報をＳＴＡＴＳに投入する。 

 

（作業量概算） 

○データ投入 

通常回収分とともに行うので、追加の労力は特段なし。 

 

ＳＴＡＴＳの年間補正機能を用いて、当該月の集計に間に合わなかった調査票の審

査を行う。 

 

◆資源エネルギー庁担当職員から貸与を受けた「ＳＴＡＴＳ操作マニュアル」に従っ

て、ＳＴＡＴＳによる審査を行う。前月値・前年同月値との比較、未記入の有無、

誤記入の有無（記入欄間違い、桁間違い、マイナス値の有無など）、関連事項間で

の論理矛盾の有無の確認などにより、「記入要領に従い、妥当な値が、漏れなく」

記入されているか否か点検し、必要に応じて補記・修正する。 

◆回収した個々の調査票の内容について全て確認することを原則とするが、ＳＴＡＴ

Ｓの審査機能によりエラー表示された箇所については重点的に審査し、必要ならば

記入者に疑義照会を行い、必要な修正等を行う。ただし、データパンチミスによる

誤入力があり得るので、疑義照会等を行う前には、エラー表示された箇所について

は必ず個票データと一致するか見比べる。 

◆オンライン回答による個票についても、前月値・前年同月値との比較、未記入の有

無、誤記入の有無（記入欄間違い、桁間違い、マイナス値の有無など）、関連事項

間での論理矛盾の有無の確認などにより、紙の調査票と同様の審査を行う。 

 

（作業量概算） 

○個票審査 

１０件／月×１２か月 

          

 

未記入箇所、疑問点などがある場合、電話や電子メールなどで記入者に問い合わせる。 

 

◆未記入、誤記入、疑義等であって記入者に問い合わせが必要と思われるものについ

ては、電話や電子メールなどで問い合わせを行い、結果が判明したらＳＴＡＴＳの

年間補正機能上でデータを補記・修正する。明らかに不合理であって、疑義が解消

しないときには、必要に応じて資源エネルギー庁担当職員に相談し、指示を受ける。 

 

（作業量概算） 

○疑義照会 

提出された調査票（紙・オンライン合計）の約４％に対して疑義照会 
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１０件／月×０．０４≒１件 

１件／月×１２か月 

 

○月報公表後に、事業所から自身の報告値等についての訂正連絡があった場合の対応 

 

◆月報公表後に、事業所から自身の報告値等についての訂正連絡があった場合には、

数値の妥当性を判断した上で、ＳＴＡＴＳの年間補正機能上でデータ修正を行う。 

◆年間補正では対応できない、過去修正分については、速やかに資源エネルギー庁担

当職員が指定する書式等に記載し資源エネルギー庁担当職員に訂正情報を連絡し、

資源エネルギー庁担当職員の指示の元、ＳＴＡＴＳの過去修正作業等を行う。 

 

（作業量概算） 

○訂正報告の処理 

２５件／月平均×１２か月 

 

③ 年間補正・年報作成業務 

 年間補正・年報作成業務として下記の業務を行う。 

 

○ STATSに登録されている集計様式の修正・登録・集計結果の確認 

○ 遅延提出調査票の受領 

○ 受領済み調査票の事前審査、電子化、ＳＴＡＴＳへのデータ投入等 

○ 個票審査・疑義照会 

○ サマリ審査・疑義照会 

○ 月報公表後に、事業所から自身の報告値等についての訂正連絡があった場合の対応 

 

 上記③の「○ 遅延提出調査票の受領」以降の業務の概要については、前述②の「○遅

延提出された調査票の整理等」、「○遅延提出された調査票の事前審査、情報の電子化、

ＳＴＡＴＳへのデータ投入、審査等」、「○月報公表後に、事業所から自身の報告値等に

ついての訂正連絡があった場合の対応」と同じ。それぞれ月例業務と並行して毎月着実に

処理を進める。 

 

○ 統計表作成 

 

ＳＴＡＴＳの結果表作成機能を用いて作成した当該年分の年間補正済み結果表の公

表用原稿を作成する。 

 

◆「統計年報原稿作成マニュアル」に従いＳＴＡＴＳにて作成した統計表と、資源エ

ネルギー庁担当職員から貸与を受けた文字原稿とを合わせて、当該年分の年間補正

済み公表用原稿を作成する。 

◆STATSの結果表機能等で作成・出力した公表用原稿（調査計画に基づいた表）の全

ての表があることを確認のうえ、数値（計算式）、体裁等について、ダブルチェッ

ク以上の確認を行うなど公表数値の誤りには十分注意する。必要に応じて資源エネ

ルギー庁担当職員に報告のうえ修正等を行う。 

 

◆公表用原稿作成作業については、資源エネルギー庁担当職員が提示するスケジュー

ルに従い行う。 
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◆作成した公表用原稿を修正する必要があると認められる場合には、資源エネルギー

庁担当職員の指示に従う。 

      

（作業量概算） 

２人日×１回（２月頃に１回予定） 

 

○ 公表準備 

 

資源エネルギー庁ホームページ掲載用の公表用原稿を作成する。 

 

 

◆「統計年報原稿作成マニュアル」に従い作成した当該年分の年間補正済み公表用原

稿を用いて、資源エネルギー庁ホームページ掲載用原稿（Excel形式）を作成する。 

◆作成した公表用原稿については、数値（計算式含む）、体裁等について、ダブルチ

ェック以上の確認を行うなど誤りには十分注意する。必要に応じて資源エネルギ

ー庁担当職員に報告のうえ修正等を行い、資源エネルギー庁担当職員が別途指示

する日までに、資源エネルギー庁担当職員に提出する。 

◆作成した原稿を修正する必要があると認められる場合には、資源エネルギー庁担当

職員の指示に従う。 

 

（作業量概算） 

○ホームページ掲載用原稿作成 ２人日 

○ 石油等消費動態統計年報（冊子）の作成・発送 

 

ＳＴＡＴＳの結果表作成機能を用いて作成した年間補正済み結果表等をもとに、年

報を印刷・製造し、関係各所に発送する。 

 

【印刷製造】 

◆「統計年報原稿作成マニュアル」に従いＳＴＡＴＳにて作成した統計表と、資源エ

ネルギー庁担当職員から貸与を受けた文字原稿を合わせて印刷原稿とする。版下を

作成し、校正を行い「石油等消費動態統計年報」（冊子）を印刷製造する。 

◆納品後は直ちに冊子の検収を行い、データ非表示、誤字、脱字、乱丁、落丁などが

ないか確認する。誤りを見つけた場合には資源エネルギー庁担当職員に報告し、そ

の指示に従い、速やかに対処する。 

◆納品から梱包・発送に至るまでのスケジュール調整は事務局が行う。 

◆「石油等消費動態統計年報」（冊子）の仕様は次のとおり。 
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物品名 数量 規格等 

 

石油等消費動態統計年報 

 

１２０冊 

 

エレ印刷 

Ａ４判 両面印刷 単色刷り(黒) 

くるみ、見返し、のりづけ、頁打、

背文字、インデックス付き 

 

表紙：再生色上質（最厚口） 

      色は要相談 

見返し：再生上質紙 Ａ版 70.5㎏ 

本文：再生上質紙 Ａ版 35.0㎏ 

原稿：表紙２頁（うち白１頁） 

原稿：本文 約３７０頁(両面) 

原稿：裏表紙２頁（うち白１頁） 

原稿：背表紙 

※印刷物の品質については、グリー

ン購入法判断基準を満たす。 

 

（作業量概算） 

印刷請負業者等の作業見積りによる。 

 

【梱包・発送】 

◆封筒に封入し、送付先、品名、数量、発送主を明示したラベルを添付して、別途貸

与を受けた「年報発送先名簿」に従って納品日から１週間以内に発送する。 

◆送付用封筒には発送主として「石油等消費動態統計調査事務局」と「資源エネルギ

ー庁」の名称を並記する。 

 

発送先 送付部数 

「年報発送先名簿」のとおり。 同名簿記載のとおり 

 

（作業量概算） 

梱包・発送請負業者等の作業見積りによる。 

 

○ 月報の年間補正版の作成（令和８年６月末まで） 

  

総合エネルギー統計に１年間の確定データを提供するために、年報作成業務とは別

に、ＳＴＡＴＳの年間補正機能を用いて、前年の１月調査から１２月調査までの各月

報の年間補正版を作成する。 

 

◆毎月の月報作成作業と同じ手順にて作成した統計表を用いて、年間補正済みの月

報を作成する。 
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◆作業については、資源エネルギー庁担当職員から提示を受けたスケジュールに従

い行う。 

◆成果物は、審査会の対象ではない。 

◆年間補正済みの各月報については、ホームページでの公表を行わない。年報とし

て公表する。 

 

④調査票第７号（鉄鋼）で調査・公表している「酸素」に関する調査・整理 

調査票第７号（鉄鋼）のみで把握・公表している燃料種の「酸素」について、調査の必

要性をはじめ、現行の熱量の換算係数（単位当たり発熱量）の妥当性等について、調査対

象事業所や関係の業界等に対し調査し整理を行う。 

 

⑤統計作成プロセス毎のマニュアルの作成・更新 

委託事業者は、貸与する業務マニュアルを踏まえ、業務の適切な実施と見直しに資する

ため、統計作成のプロセス毎の詳細なマニュアルを作成し、適時、実態に合わせて更新す

る。 

更新は見え消しで行うこと。作成・更新するマニュアルは資源エネルギー庁担当職員と

調整のうえ、了承を得ること。 

 

⑥業務計画書の作成及び進捗報告 

業務開始前に、業務計画書を作成し資源エネルギー庁担当職員の承認を得る。変更が生

じた場合は、資源エネルギー庁担当職員に再度提出を行い、承認を得る。また、資源エ

ネルギー庁担当職員の指示に従い、業務の進捗報告を行う。 

業務計画書は、以下の内容を盛り込むこと。 

•  工程（マニュアル作成・更新含む）ごとの業務内容の概要 

•  工程表（全体および個別業務） 

•  業務全体の実施体制（図）（責任者、担当者、人数、業務分担） 

•  個別業務ごとの体制（図）（責任者、担当者、人数等） 

•  成果物と提出期限設定（業務実績・記録の報告を含む） 

•  品質管理方法（工程内および納品前の検査方法、最終確認方法） 

•  災害や感染症発生により履行不能等となった場合に影響を最小限にするための対策

や整理 

 

⑦ その他 

○ 資源エネルギー庁担当職員との主なやりとりは記録簿を作成して行う。 

○ 記入済調査票の紛失等が発生した場合、直ちに資源エネルギー庁担当職員に電話及び

メール等で報告し、その後の対応方策について指示に従う。 

○「大規模な災害」発生時には、督促、疑義照会の中止や被災状況のヒアリングなど追加

的な作業等が発生する場合があるため、資源エネルギー庁担当職員と緊密に連絡をとり、

調整の上対応する。 

○ 災害や感染症発生時に備え複数体制で実施する。 

また、万が一災害や感染症発生により履行不能等となった場合に備え、影響を最小限

にするための対策や整理について業務計画書に記載する。 

○ 調査実施上の課題と改善策についての提案 

今後の調査方法の検討に活用できるよう、実施における課題、改善点等について記述

する。 

○ 全ての業務について、手順・方法等の記載のない事項があった場合は、取り扱い内容
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を整理の上、記録・報告する。 

 

５．事業期間 

委託契約締結日から令和９年３月３１日まで 

 

６．納入物 

（１） 調査報告書等一式 

 調査報告書、報告書骨子（様式１）、調査で得られた元データ、委託調査報告書公表用書

誌情報（様式２）、二次利用未承諾リスト（様式３）を納入すること。 

 調査報告書については、ＰＤＦ形式に加え、機械判読可能1な形式のファイルも納入する

こと。なお、報告書のデータ量が１２８ＭＢ、ページ数が１，０００ページ又は文字

数が４００万文字を超過する場合には、いずれの制限も超えないようファイルを分割

して提出すること。 

 調査で得られた元データについては、機械判読可能な形式のファイルで納入することと

し、特に図表・グラフに係るデータ（以下「図表等データ」という。）については、構

造化されたＥｘｃｅｌやＣＳＶ形式等により納入すること。  

（掲載事項） 

◆業務計画書 

◆調査関係用品の原稿一式 

◆調査関係用品の作成、封入、発送の記録 

◆委託業務を実施する上で受託者が作成・修正等をしたプロセス毎のマニュアル類一式

（業務マニュアル及び統計年報原稿作成マニュアル含む） 

◆月例調査の実施記録 

◆「日別回収状況表（紙）」、「総回収状況表（紙）」、「日別回収状況表（オンライン）」及

び「総回収状況表（オンライン）」、調査票別未提出事業所の割合 

◆「日別問い合わせ件数表」及び「問い合わせ件数表（総件数表）」 

◆「日別督促件数表」及び「督促件数表（総件数表）」 

◆問い合わせ記録簿 

◆審査会資料 

◆修正した送付用名簿 

◆「酸素」に関する調査・整理結果 

◆調査実施上の課題と改善策についての提案 

 

 
1 コンピュータプログラムがデータ構造を識別し、データを処理（加工、編集等）できること。例えば HTML, txt, csv, xhtml, epub, 

gml, kml等のほか、Word, Excel, PowerPoint等のデータが該当する（スキャンデータのようなものは該当しない）。 
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（２） 調査報告書等一式（公表用） 

 調査報告書及び様式３（該当がある場合のみ）を一つのＰＤＦファイル（透明テキスト

付）に統合したもの、並びに公開可能かつ二次利用可能2な図表等データを、プロパテ

ィを含む状態で納入すること。 

 セキュリティ等の観点から、経済産業省と協議の上、非公開とするべき部分については、

特に以下の点に注意し、削除するなどの適切な処置を講ずること。 

➢ 報告書・Ｅｘｃｅｌデータ等に個人情報や不適切な企業情報が存在しないか。 

➢ 報告書（ＰＤＦ）に目視では確認できない埋め込みデータ等が存在しないか。 

➢ Ｅｘｃｅｌデータ等に目視では確認できない非表示情報が存在しないか。 

➢ Ｅｘｃｅｌデータ等に非表示の行・列が存在しないか。 

 公開可能かつ二次利用可能な図表等データが複数ファイルにわたる場合、１つのフォル

ダに格納した上で納入すること。 

➢ 各データのファイル名については、調査報告書の図表名と整合をとること。 

➢ 図表等データは、オープンデータとして公開されることを前提とし、経済産業省

以外の第三者の知的財産権が関与する内容を含まないものとすること。 

 

（３） 様式１～様式３について 

 （様式１）委託調査報告書骨子3  

➢ レイアウト（余白、フォント等）に従い、３枚以内にまとめた上でＷｏｒｄ形式

にて納入すること。 

➢ 図表は挿入せずテキスト形式で作成すること。 

➢ 見出しについては記載された項目のとおりとすること。 

 （様式２）委託調査報告書公表用書誌情報4  

➢ ファイル形式はＥｘｃｅｌ形式で納入すること。 

➢ 報告書の英語版や概要版等、公表用の報告書と同一のＰＤＦファイルとすること

が適当でない公表用の納入物がある場合には１つのＰＤＦファイルごとに作成す

ること。 

 （様式３）二次利用未承諾リスト 

➢ 調査報告書は、オープンデータ（二次利用可能な状態）として公開されることが

前提だが、二次利用の了承を得ることが困難な場合又は了承を得ることが報告書

の内容に大きな悪影響を与える場合は、報告書の当該箇所に出典等を明示し、知

 

 
2営利目的を含む、自由な利用（転載・コピー共有等）を行うこと。 
3委託調査報告書のデータ利活用を促進するため、報告書の概要を骨子としてまとめるもの。 
4本事業の報告書のオープンデータとしての公表に際し、データとしての検索性を高めるため、当該データの属性情報に関するデータを作成するもの。  
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的財産権の所在を明らかにした上で、当該データを様式３に記載すること（知的

財産権の所在が不明なものも含む）。 

➢ ファイル形式はＥｘｃｅｌ形式で納入すること。 

 様式１～３ダウンロード先 

➢ 委託調査報告書 （METI/経済産業省） 

 

７．納入方法 

 メール提出やファイル交換サイト等の手段を用いること。なお、具体的な納入方法は担

当課室と協議の上、決定すること。 

 公表用資料一式と非公表資料一式が紛れないように整理して納入すること。 

 

８．納入場所 

資源エネルギー庁長官官房総務課戦略企画室 

 

９．情報管理体制 

①受注者は本事業で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体制を確保し、発注者に

対し「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面（情報管理体制図）」及び「情

報取扱者名簿」（氏名、個人住所、生年月日、所属部署、役職等が記載されたもの）様式

４を契約前に提出し、担当課室の同意を得ること（住所、生年月日については、必ずしも

契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担当課室から求められた場合は

速やかに提出すること。）。なお、情報取扱者名簿は、委託業務の遂行のため最低限必要

な範囲で情報取扱者を掲載すること。 

（確保すべき履行体制） 

契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した一切の情報が、経済産業

省が保護を要さないと確認するまでは、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏え

いされないことを保証する履行体制を有していること。 

 

②本事業で知り得た一切の情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏えいしてはなら

ないものとする。ただし、担当課室の承認を得た場合は、この限りではない。 

 

③①の情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面又は情報取扱者名簿に変更が

ある場合は、予め担当課室へ届出を行い、同意を得なければならない。 

 

１０．履行完了後の情報の取扱い 

 国から提供した資料又は国が指定した資料の取扱い（返却・削除等）については、担当

職員の指示に従うこと。業務日誌を始めとする経理処理に関する資料については適切に保

管すること。 

https://www.meti.go.jp/topic/data/e90622aj.html
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１１．情報セキュリティに関する事項 

業務情報を取り扱う場合又は業務情報を取り扱う情報システムやウェブサイトの構築・

運用等を行う場合、別記「情報セキュリティに関する事項」を遵守し、情報セキュリティ

対策を実施すること。 

 


